
●子育て支援に係る連携のイメージ（発達・発育、家庭相談等）

主な相談者 第一義的な相談窓口   　　 コーディネート 　　他の支援機関

保育園・幼稚園（保育士・教員） 

飛騨子ども相談センター 

 （社会福祉士等）  

※養育の悩みや重篤なケース、虐待等 

児童発達支援所（保育士・教員） 

学校（教員） 

子ども発達支援センター 

         （家庭児童相談員） 

総合相談支援センター（相談員） 

保健センター（保健師） 

※年齢、相談内容等により窓口異なる 

保護者・ 

相談窓口

等の関係

機関 

教育委員会（教員） 

園児の 

保護者 

利用者 

の保護者 

児童・生徒

の保護者 

相談内容により、下記①～④のケースに分かれる 

①各相談窓口のみで対応・・・相談窓口→相談者へアドバイス、支援等 

②各相談窓口と子ども発達支援センターが連携して対応・・・相談窓口→子ども発達支援センター→相談窓口→相談者へアドバイス、支援等 

③各相談窓口と子ども発達支援センターが連携して、センターが直接支援・・・相談窓口→子ども発達支援センター→相談者へアドバイス、支援等 

④各相談窓口と子ども発達支援センターや他の支援機関が連携して、支援・・・相談窓口→子ども発達支援センター→他の支援機関→相談者へアドバイス、支援等 
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Ｈ29拡充 

民生児童委員・ 

主任児童委員 

保育園・幼稚園 

児童発達支援所 

教育委員会 

学校 

警察署 （虐待・ＤＶ等）  

飛騨子ども相談センター 

（重篤なケース、 

 虐待・ＤＶ等）  

②③④ 

子ども発達支援 

センターへ相談 

 ※各相談窓口だけで 

 は対応できない場合 

②相談窓口へアドバイス、 

支援等 

※情報共有、役割分担、 

目標の共通認識 

 

①② 

相談窓口か

らの支援等 

③子ども発達支援センターから相談者へアドバイス、支援等 

④他の支援機関が中心 

となって対応する場合 

④他の支援機関からのアドバイス、支援等 （※虐待、ＤＶ等専門機関が直接対応する必要があるもの等） 

保護者・ 

相談窓口

等の関係

④支援内容の情報提供等 

③④必要に応

じて、子ども発

達支援センター

から他の支援

機関と連携 

（連絡、相談等） 

①②③④ 

相談 

資料⑤ 


